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第５章 第３次基本計画（案） 

 

１．基本理念・基本施策 

 

本計画では、本市が目指す循環型のまちづくりの姿について前期計画を継承しました。 

 

 

国は、気候変動問題に対し、温室効果ガスの排出をゼロにする、「脱炭素社会」の実現を目指

した取組を加速しようとしています。一般廃棄物処理においては、廃棄物の発生抑制、循環資源

の再生利用などを行い、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷を限りなく減らしていくことが

極めて重要です。 

これは、脱炭素社会の実現に向けた取組の一つであり、市は、市民、事業者とともに、ごみの

発生を抑え、ごみを減量し、繰り返し使い、再資源化する施策を、普及啓発と併せ、より具体的

に、強化、拡充しながら進めていく必要があります。 

そして、これらの取組により、１人１日あたりのごみ排出量を更に減量し、ごみの少ない、資

源が循環するまちづくりを目指すものです。 

 
 

基本理念に基づき、目標達成に向け、以下の基本施策に取り組みます。 

 

 

 

 

  

「市民協働で身近な環境を守り育て、循環型のごみの少ないまちづくりを進めます。」 

基本施策 

（１）環境教育・環境学習の推進と意識啓発 

（２）4R の推進 

（３）適正な収集・運搬・処理体制の推進 
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２．数値目標 

 

①  家庭系ごみの目標 

家庭系ごみは、前期計画より人口が増加しているため、前期計画の令和 12 年度目標 20,820

ｔから 21,355t に修正しました。令和６年度では家庭ごみの約 72％が可燃ごみで、そのうち

約 88％が紙・布類、プラスチック及び厨芥類であることから、更なる紙・布類、プラスチック

の再資源化や生ごみ水切りの推進などによりごみの減量化を促すほか、リフューズ・リデュース

及び食品ロス削減の取組を推進することで令和 12 年度の 1 人１日あたりの家庭系ごみ排出量

を前期計画の目標と同じ５１０ｇとしました。 

 
※1 第 1 編第 4 章将来予測（1）家庭系ごみの将来予測で算定した予測値です。 

※2 増減率は、令和元年度に対する数値です。 

※3 1 人 1 日あたりの家庭系ごみ排出量 ＝ （家庭系可燃ごみ + 不燃ごみ + 粗大ごみ + 資源ごみ + 集団資源回収量） ÷ 人口 

÷ 年間日数 

 

②  事業系ごみの目標 

事業系ごみ排出量は、令和２年度の新型コロナウイルスの影響を契機に一時的に減少しまし

たが、新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行などにより活動自粛が緩和されたこともあ

り、近年増加傾向にありますことから、事業者に対するごみ減量への意識啓発の取組を継続する

とともに、食品ロス削減の取組に加え、多量排出事業者の実態調査を行い事業系ごみ排出量削減

を推進します。その上で令和 12 年度目標は前期計画の目標と同じ 5,106ｇとしました。 

 

項目 
令和元年度 

実績 

令和６年度 

実績 

令和 12 年度 

目標 

事業系ごみ排出量（t） 
目標値 5,314 5,317 5,106 

予測値※1 － － 5,490 

増減率（％）※2 － ＋0.1 -2.0 
※1 第 1 編第 4 章将来予測（2）事業系ごみの将来予測で算定した予測値です。 

※2 増減率は、令和元年度に対する数値です。 

  

項目 
令和元年度 

実績 

令和６年度 

実績 

令和 12 年度 

目標 

人口（人） 111,674 113,387 114,719 

家庭系ごみ排出量（t） 
目標値 24,325 22,784 21,355 

予測値※1 － － 21,431 

増減率（％）※2 － -6.3 -12.2 

1 人 1 日あたりの家庭系

ごみ排出量（g） 

（集団資源回収回収量を

含む）※3 

595 551 510 

増減率（％） － -7.4 -14.3 
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③ 最終処分量の目標 

最終処分量は、志木地区衛生組合一般廃棄物処理基本計画で設定されている約６％の削減目

標値 1,009ｔを令和 12 年度の目標値としていましたが、焼却灰のセメント原料化やスラグ化

のリサイクルが進んでいることもあり、令和６年度実績で令和 12 年度の目標値に近い状況で

す。 

国は、第五次循環型社会形成推進基本計画で、平成 12 年度比で令和 12 年までに最終処分

量を約 80％削減することを目標としていますことから、当市においても国の方針に準拠し平成

12 年度比で 80％削減の 644ｔとし、限りある最終処分場の長寿命化を図るために、４Ｒを

推進し、総排出量を減らすことで、最終処分量の削減を図ります。 

 

項目 
令和元年度 

実績 

令和６年度 

実績 

令和 12 年度 

目標 

最終処分量（t） 
目標値 1,078 1,026 644 

予測値※1 － － 788 

増減率（％）※2 － -4.8 -40.3 
※1 第 1 編第 4 章将来予測（4）最終処分量の将来予測で算定した予測値です。 

※2 増減率は、令和元年度に対する数値です。 
 

 

④ 全体の目標 

前掲までの目標値から、ごみの総排出量及び資源化率等の目標を以下のとおり設定しまし

た。 

ごみの総排出量は、予測値より 460ｔ少ない 26,461ｔ、資源化率については、資源化で

きる紙・布、プラスチックが可燃ごみとして廃棄されていることに鑑み、更なるごみの分別の

周知、４R の一層の推進、集団資源回収の参加者増加などにより、下降した資源化率の向上を

図り１９％を目標とします。 

 

項目 
令和元年度 

実績 

令和６年度 

実績 

令和 12 年度 

新目標 

人口（人） 111,674 113,387 114,719 

ごみの総排出量（t） 

（家庭系ごみ+事業系ごみ） 

目標値 29,639 28,101 26,461 

予測値※1 － － 26,921 

増減率（％）※2 － -5.2 -10.7 

1 人 1 日あたりのごみ排出量（g/人･日）※3 725 679 632 

増減率（％） － -6.3 -12.8 

資源化率（％） 18.3 17.5 19.0 
※1 第 1 編第 4 章将来予測（5）ごみ排出量の将来予測で算定した予測値です。 

※2 増減率は、令和元年度に対する数値です。 
※3 1 人 1 日あたりのごみ排出量＝（家庭系ごみ + 事業系ごみ） ÷ 人口 ÷ 年間日数  
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３．施策の体系 

 

本計画では、３つの基本施策に基づき、９つの施策に沿って各取組の展開を図ることとしま

す。 

 

基本施策 施策 取組内容

環
境
教
育
・
環
境
学
習
の
推
進
と

意
識
啓
発

市民への意識啓発 ①教育機関での環境教育の推進

②住みよい環境づくりのための啓発活動

事業者への意識啓発 ①減量化、再生利用、適正排出の情報提供

行政職員の取組 ①環境課題に対する取組

②４R推進のための効果的な取組の調査、研究

４
R
の
推
進

リフューズ・リデュースの推進 ①ごみの減量に向けた施策の普及啓発

②食品ロスの削減

リユースの推進 ①ICTを活用したリユースの推進

②リユース活動の充実

リサイクルの推進 ①剪定枝、廃食用油の再生利用の推進

②資源の有効活用の推進

③資源の店頭回収の推進

③生ごみの減量化と生ごみ水切りの推進

適
正
な
収
集
・
運
搬
・
処
理
体
制
の
推
進

持続可能な収集・運搬の推進 ①市民ニーズと環境に配慮した収集・運搬体制の整備

②家庭ごみ（袋）の有料化の検討

適正な処理・処分の推進 ①費用対効果を意識した事業実施

②不法投棄防止対策の強化

適正な処理・処分のための体制構築 ①志木地区衛生組合、構成市との連携

②市民、事業者、行政のパートナーシップの確立



5 
 

４．目標達成に向けた取組 

 

前掲の施策の体系のとおり、今後５年間の目標達成に向けた取組を展開します。本計画推進に

より課題解決に取り組むことで、ＳＤＧｓの達成にも貢献していきます。 

関連する目標については以下のとおりです。より関係性が深いものについては大きく表示して

います。 

 

 

 

 

（１）環境教育・環境学習の推進と意識啓発 

施策 取組内容 課題 主な取組 
１）市民への
意識啓発 

①教育機関での環境教
育の推進 

 
幼少期から環境に関
心を持つことが重要
なことから、教育機
関での環境教育を推
進します。 

① －１ 
・【変更】まちづくり講座を再

開するする必要がありま
す。また、包括連携協定を活
かした環境教育の検討も必
要です。 

① －１ 
・【変更】これまで実施してきた

まちづくり講座（ごみの出し
方）や埼玉県の出前講座「環境
学習のススメ」を活用し、小中
学生を対象に環境講座を実施
します。また、包括連携協定を
締結した事業者とともに、小学
生への環境教育の実施を検討
します。 

① －２ 
・【一部修正】環境問題への関

心を持たせる環境教育を継
続的に実施する必要があり
ます。 

① －２ 
・【一部修正】現状の環境問題に

沿った内容の環境教育を行な
うため、小中学生を対象とした
エコライフDAY&WEEK埼玉
への参加の呼び掛けや、小学校
５年生に「富士見市環境基本計
画こども版」の配布など、教育
教材を提供します。 

②住みよい環境づくり
のための啓発活動 

 
本市の環境課題の解
消に向けて、地域住
民の環境に関する意
識の醸成が必要とな
ります。市民一人ひ
とりに、ごみの減量
化・資源化に取り組
んでもらうために、
意識を高める働きか
けを行っていきま
す。 

② －１ 
・【継続】ごみ集積所など地域

ごとに、ごみに対する問題
が異なることから、課題・要
望を把握することが必要で
す。 

② －１ 
・【継続】ごみに対する問題を把

握するため、富士見市アンケー
トモニター制度を活用し、市民
意識調査を継続します。 

② －２ 
・【一部修正】外国人などに対

するごみの分別や適正な排
出を促すため、更なるごみ
分別アプリの周知が必要で
す。 

② －２ 
・【一部修正】多言語対応である 

ごみ分別アプリを活用し、外国
人などに対するごみの分別を
推進するとともに、ごみの資源
化の更なる向上を図ります。 

② －３【追加】 
・まちづくり講座としての「ご

みの出し方」のほか、令和４
年度に策定した災害廃棄物
処理計画などについても、
まちづくり講座のメニュー
とする必要があります。 

② －３【追加】 
・「災害廃棄物の出し方」や「集

団資源回収のやり方」などまち
づくり講座のメニューを追加
します。 
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施策 取組内容 課題 主な取組 

２）事業者へ
の意識啓発 

①減量化、再生利用、適
正排出の情報提供 

 
事業系ごみの排出量
が増加傾向にあるた
め、その抑制に取り
組んでいくことが必
要です。そのため、事
業者によるごみの減
量化・資源化の促進、
並びに環境保全活動
を 啓 発 し て い き ま
す。 

 

① －１ 
・【継続】事業系ごみは、増加

傾向にあるため、更なる減
量化・資源化の促進が必要
となります。 

① －１ 
・【変更】志木地区衛生組合と協

議の上、排出量がおおむね月間
４ｔを超える事業者を多量排
出事業者に認定し、廃棄物の減
量化及び資源化の計画書の提
出を求め、取組状況を把握する
とともに、必要に応じて指導し
ます。 

① －２ 
・【一部修正】環境省策定の企

業価値向上ツール「エコア
クション２１」の導入を多
くの事業者に啓発する必要
があります。 

① －２ 
・【一部修正】省エネ、省資源、

廃棄物削減に取り組むため、事
業者向けに「エコアクション２
１」の認証・登録研修会を開催
し、「エコアクション２１」の
認証取得をサポートします。 

３）行政職員
の取組 

①環境課題に対する取
組 

 
職員一人ひとりが、
ごみの減量化に向け
た行動に率先して取
り組む必要がありま
す。 

① －１ 
・【継続】市民や事業者の見本

となるよう、職員一人ひと
りが環境に配慮した行動に
率先して取り組んでいく必
要があります。 

① －１ 
・【変更】新入職員や管理職等に

対して、ペーパーレス化、グリ
ーン購入の推進、市公共施設内
のごみの減量化について、職員
研修を毎年、実施します。 

① －２ 
・【一部修正】紙媒体を抑制す

るため、ICT（情報通信技術）
を活用した行政運営が必要
です。 

① －２ 
・【変更】ドキュワークスなどの

ソフトウェアや ICT 機器など
を活用し、ペーパーレス化を更
に推進します。 

 
 
 

②４R 推進のための効
果的な取組の調査、
研究 

 
本市のごみの減量化・

資源化を推進するた
め、４Ｒの取組の推
進が必要です。本市
の特性と合致した効
果的な取組の調査・
研 究 を 行 う と と も
に、その進捗状況や
成果について行政か
ら、市民や事業者に
積極的に情報提供を
行っていきます。 

② －１ 
・【継続】更なる４R の推進を

図るため、より効果的で実
行しやすい取組が求められ
ます。 

 
 

② －１ 
・【一部修正】雑がみのリサイク

ルや小型家電の自宅回収への
取組など、資源化に効果的な取
組について、市民や事業者に進
捗状況や成果などの情報を提
供します。 
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（２）４R の推進 

施策 取組内容 課題 主な取組 
１）リフュ
ーズ・リデ
ュースの推
進 

①ごみの減量に向けた
施策の普及啓発 

 
ごみの減量化対策と
して、不要なものを
もらわない、ごみと
なるものを使わない
ようにするライフス
タイルへの転換を図
っていきます。 

① －１ 
・【一部修正】ごみの減量化対

策として、ごみの発生を抑
制する取組を継続する必要
があります。 

① －１ 
・【変更】ごみを出さないライフ

スタイルの定着を図るため、埼
玉県と連携して「みんなでマイ
ボトル運動」を推進します。ま
た、富士見ふるさと祭りにおけ
るエコストローや食品ロス削
減マグネットシート、バンブー
配合カトラリー、むぎわら配合
タンブラーの配布などを行い
ます。 

②食品ロスの削減 
 

家庭から排出される
可燃ごみには、生ごみ
が多く含まれている
ことから、生ごみの減
量化を図る必要があ
ります。 

② －１ 
・【継続】フードドライブは、

食品ロス削減の重要な取組
のため、市民への更なる周
知が必要です。 

② －１ 
・【変更】10 月の「食品ロス削減

月間」及び 10 月 30 日の「食
品ロス削減の日」に合わせて、
広報やホームページで食品ロ
スへの取組を紹介するととも
に、フードドライブやフードド
ライブ物品貸出事業を周知し
ます。 

② －２ 
・【継続】食品ロス削減の取組

を実施する事業者と連携す
ることが必要です。 

② －２ 
・【変更】食べ残した料理を持ち

帰る mottECO 活動や、おい
しい食べきりを呼び掛ける
「30・10（さんまる いちま
る）運動」など、外食時に食べ
きることができなかった料理
を持ち帰る取組を行っていた
だけるよう事業者に周知しま
す。 

② －３ 
・【継続】家庭から排出される

食品ロス削減のため、調理
の際の可食部分の過剰除去
や、調理しづらい可食部の
廃棄などを減らすための取
組が必要です。 

② －３ 
・【継続】廃棄される可食部分を

使い切るレシピを作成し、周知
していきます。 

③生ごみの減量化と生
ごみ水切りの推進 

 
家庭から排出される
可燃ごみには、生ご
みが多く含まれてい
ることから、生ごみ
の減量化を図る必要
があります。 

③ －１ 
・【継続】生ごみの減量化には

水切りが有効な手段である
ため、多くの人が取り組み
やすい方法を検討する必要
があります。 

③ －１ 
・【変更】富士見市環境施策推進

市民会議とともに、生ごみ水切
り推進運動街頭キャンペーン
を継続します。また、令和４年
度に実施した生ごみの水切り
モニターによるアンケート結
果をホームページ周知するな
ど、生ごみの水切り効果を紹介
します。 

③ －２ 
・【変更】家庭から排出される

生ごみのバイオガス化な
ど、資源の循環を検討する
必要があります。 

 
 
 

③ －2 
・【変更】ごみの削減と資源の循

環を図るため、家庭から排出さ
れる生ごみのバイオガス化な
どについて、事業者とともに検
討します。 
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施策 取組内容 課題 主な取組 

２）リユー
スの推進 

①ICT を活用したリユ
ースの推進 

 
家庭から出るリユー
ス品が広く活用され
ることが、ごみ減量
化の取組の一つとな
ります。ICT を活用
することにより、多
くの人に製品・商品
の再利用の推進を図
っていきます。 

① －１ 
・【継続】広くリユースを促す

ためには、広報紙のほか ICT
を活用し、多くの人に周知
していく必要があります。 

① －1 
・【変更】不用品のリユースにつ

いて、インターネット上で複数
のリユースショップの買い取
り価格を比較できる取組を継
続します。 

・【継続】「ゆずります・ゆずって
ください」コーナーについて
も、ホームページを活用し、再
利用の推進を図ります。 

 

②リユース活動の充実 
 
資源の再利用とごみ
減量化のため、従来の
フリーマーケットな
どのリユース活動の
ほか、様々なリユース
活動を推進していく
必要があります。就
学、卒業時など物品の
入れ替えが多い時期
や対象者に合った方
法を検討し、リユース
活動の場を広げてい
きます。 

② －１ 
・【継続】就学・卒業時は、服

や日用品・家具・家電等の入
れ替えが多くなるため、不
要となる物を必要とする人
に橋渡しできる取組が必要
です。 

② －１ 
・【変更】市内中学校・富士見高

校の制服などのリユースや子
ども服ドライブについて、子ど
も未来応援センターと連携を
します。 

② －２【追加】 
・制服以外の衣類のリユース

の検討が必要です。 

② －２【追加】 
・古着回収ボックスの設置を行

っている自治体もあり、更なる
リユースの取組として古着回
収について検討します。 

② －３ 
・【継続】フリーマーケットや

バザーが、より開催しやす
くするための取組が必要で
す。 

② －３ 
・【一部修正】富士見ふるさと祭

りでのフリーマーケットブー
スの設置の継続とともに、市の
各種イベントにおいてリユー
スの取組に対する支援につい
て検討します。 

３）リサイ
クルの推進 

①剪定枝、廃食用油の再
生利用の推進 

 
ごみの減量化対策と
して、資源循環が重要
となります。剪定枝の
資源化の促進を図り
ます。 

① －１ 
・【一部修正】剪定枝や木くず

類、廃食用油の資源化が必
要です。 

① －１ 
・【変更】廃食用油の拠点回収は

継続する一方で、剪定枝などの
資源化については、分別、収、
運搬、処理等に課題があること
から、集志木地区衛生組合や構
成市（志木市、新座市、富士見
市）と検討します。 

② 資源の有効活用の
推進 
 
家庭から排出される
資源ごみの有効活用
を図るため、集団資
源回収の支援や、市
では収集できない消
火器やバッテリーな
どの処理困難物の拠
点回収を行います。 

 

②－１ 
・【継続】集団資源回収実施団

体数については横ばいです
が、回収量は年々減少傾向
です。 

② －１ 
・【継続】広報富士見、市ホーム

ページ、ごみ分別アプリやまち
づくり講座を通じ、集団資源回
収の実施を周知し、地域の自主
的な資源回収の実施を促しま
す。 

② －２ 
・【一部修正】処理困難物の一

斉回収については、市民の
要望を踏まえながら適切な
受入れ体制で実施すること
が求められます。 

 
 
 

② －２ 
・【一部修正】処理困難物の適正

な排出の促進を図るため、広報
富士見、市ホームページやごみ
分別アプリを活用して処分方
法を周知するとともに、拠点回
収を継続します。 
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③資源の店頭回収の推
進 
 

市内のスーパーなど
の小売業者には、資源
（ペットボトル、アル
ミ缶、食品トレイな
ど）の店頭回収に取り
組んでいる店舗があ
ります。回収された資
源はリサイクルされ
るため、店舗と連携
し、店頭回収を推進し
ます。 

 

③ －１ 
・【継続】店頭回収を利用する

ことは、リサイクルの促進
につながるため、市民の積
極的な利用の推進を支援す
る必要があります。 

 
 

③ －１ 
・【継続】店頭回収は、リサイク

ルの促進になるほか、市民の利
便性の向上につながるため、ホ
ームページなどで周知し、積極
的な利用を推進します。 

（３）適正な収集・運搬・処理体制の推進 

施策 取組内容 課題 主な取組 

１）持続可
能な収集・
運搬の推進 

①市民ニーズと環境に
配慮した収集・運搬
体制の整備 

 
本市で生活する全て
の人々が、ごみを捨
てやすい体制を構築
するとともに、温室
効果ガスの排出を抑
制できるよう、効率
的な収集・運搬体制
の整備を図ります。 
また、近年リチウム
蓄電池など充電池の
発火による火災が発
生しているため、対
策が必要です。 

① －１ 
・【継続】地球温暖化対策とし

て温室効果ガス排出量の削
減に寄与するため、許可業
者、資源回収業者と連携し、
収集・運搬体制の合理化・効
率化を推進することが求め
られます。 

 

① －１ 
・【変更】温室効果ガス排出量の

削減のために、許可業者、資源
収集業者とクリーンディーゼ
ル車等の次世代自動車の導
入、バイオディーゼル燃料の
使用などを検討します。 

① －２ 
・【変更】ふれあい収集は、高

齢者等の増加により利用者
の増加が見込まれることか
ら、持続可能なサービス提
供についての検討が必要で
す。 

① －２ 
・【変更】更なる高齢化による対

象者数の増加が想定されるこ
とから、地域で対応できる方
法などを高齢者福祉課と検討
します。 

① —３【追加】 
・高齢者等に配慮したごみか

ご（ビン）の軽量化の検討が
必要です。 

① —３【追加】 
・市民意識調査やアンケートモ

ニターの結果から、要望があ
ったビンかごの軽量化につい
ては、収集、運搬、搬入の課題
があり、許可業者や志木地区
衛生組合、構成市で検討しま
す。 

① －４【追加】 
・リチウム蓄電池など充電池

の適正排出の更なる周知が
必要です。 

 
 
 
 
 

① －４【追加】 
・スマートフォンや小型家電等

の普及に伴い、増加が見込ま
れるリチウム蓄電池の適正処
理について、志木地区衛生組
合や構成市（志木市、新座市、
富士見市）で差異のない分別
収集を検討します。 

 

① －５【追加】 
・カラスによるごみの散乱被

害の対策が必要です。 
 

① －５【追加】 
・カラス除けネット以外のカラ

スによるごみの散乱被害防止
対策について検討します。 
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施策 取組内容 課題 主な取組 

 ② 家庭ごみ（袋）有料
化の検討 

 
ごみの排出量に応じ
た負担を公平化し、
ごみの排出抑制を図
る観点から、家庭ご
み（袋）有料化の必要
性について検討しま
す。 

② －１ 
・【変更】家庭ごみ（袋）の有

料化は、市民に金銭的な負
担が生じるため、導入にあ
たっては多くの市民に有料
化への理解を得る必要があ
ります。また、収集運搬方法
の変更やなど、市、許可業
者、市民、志木地区衛生組合
が連携しごみ問題に取り組
む必要があります。 

 

② －１ 
・【変更】ごみ処理経費の更なる

増加やごみ当番の負担軽減に
対する要望も多いため、家庭
生ごみのバイオガス化に合わ
せて、家庭ごみ（袋）の有料化
や戸別収集について、事業者
や志木地区衛生組合、構成市
と検討します。 

２）適正な
処理・処分
の推進 

①費用対効果を意識し
た事業実施 

 
ごみ処理に係る処理
経費が増加傾向にあ
ることから、ごみ処
理経費の削減方策の
検討、ごみの収集・処
理に関する現行体制
の見直しなど、効率
的な収集・運搬体制
の検討が必要です。 

① －１ 
・【一部修正】ごみ排出量は減

少傾向にありますが、ごみ
収集運搬の体制維持や労務
単価の上昇、燃料費の高騰、
リチウム蓄電池の処理など
により、ごみ処理に係る処
理経費が増加傾向にあるこ
とから、効率的な収集・運搬
体制を検討する必要があり
ます。 

① －１ 
・【変更】効率的な収集・運搬体

制構築のため、許可業者、資源
収集業者と検討します。 

・【追加】志木地区衛生組合及び
構成市（志木市・新座市・富士
見市）で組織される担当課長
会議において、回収されたリ
チウム蓄電池の分別方法にＡ
Ｉを活用した取組を提案する
など、志木地区衛生組合での
業務改善を検討します。 

 
 
 

②不法投棄防止対策の
強化 

 
不法投棄は、法律で
禁止され、違反した
場合は罰則規定もあ
ります。また、まちの
景観を害することか
ら、不法投棄の撲滅
を目指し、対策を強
化していきます。 

② －１ 
・【継続】依然として不法投棄

がなくならない状況から、
一層の不法投棄防止対策が
必要です。 

② －１ 
・【変更】ごみ集積所管理システ

ムを活用し、不法投棄されや
すい場所を特定し、不法投棄
パトロールの強化と合わせ、
看板の設置等の不法投棄防止
対策を推進します。また、埼玉
県と連携し、ごみ拾い促進プ
ラットホームアプリ「SNS ピ
リカ」を用いた不法投棄通報
管理システムの運用及び周知
をします。 

② —２ 
・【継続】ごみの適切な捨て方

を周知することにより、適
正な排出を促す必要があり
ます。 

② —２ 
・【継続】適切なごみの出し方を

周知することにより、適正な
排出を促します。 
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施策 取組内容 課題 主な取組 

３）適正な
処理・処分
のための体
制構築 

①志木地区衛生組合、
構成市との連携 

 
本市から排出される
ごみの大半は、志木
地区衛生組合に搬入
されることから、志
木地区衛生組合及び
構 成 市 で あ る 新 座
市、志木市との連携
を 強 化 し て い き ま
す。 

① －１ 
・【継続】本市のごみの分別状

況を把握するため、志木地
区衛生組合と連携し、より
詳細なごみの組成調査を実
施し、排出状況をモニタリ
ングする必要があります。 

① －１ 
・【継続】ごみの組成調査を継続

し、志木地区衛生組合及び構
成市と情報を共有し、地域ご
とのごみの排出状況の確認を
行います。 

① －２ 
・【継続】事業系ごみの排出量

は増加傾向にあるため、排
出状況を把握し、減量化対
策を検討する必要がありま
す 。 

① －２ 
・【変更（再掲）】志木地区衛生組

合と協議の上、排出量がおお
むね月間４ｔを超える事業者
を多量排出事業者に認定し、
廃棄物の減量化及び資源化の
計画書の提出を求め、取組状
況を把握するとともに、必要
に応じて指導します。 

① －３ 
・【継続】近年、大規模な自然

災害が増加しているため、
災害廃棄物の迅速な処理、
対応が求められます。   

① －３ 
・【変更】災害廃棄物処理計画に

基づき、志木地区衛生組合、構
成市と情報共有を図り、災害
廃棄物を円滑に処理できる体
制の構築に努めます。また、町
会や自主防災組織と連携し災
害廃棄物に関する意見交換や
搬出訓練の実施を検討しま
す。 

① －４ 
・【一部修正】本市を含む、志

木地区衛生組合管内には最
終処分場がないこともあ
り、最終処分量の減量化を
図る必要があります。 

① －４ 
・【継続】志木地区衛生組合、構

成市と連携し、更なるごみの
減量化、資源化を推進し最終
処分量の減量化を図ります。 

① －５【追加】 
・家庭ごみ（袋）の有料化及び

戸別収集について、志木地
区衛生組合や構成市（志木
市・新座市・富士見市）が連
携し取り組む必要がありま
す。 

① －５【追加】 
・【追加（再掲）】ごみ処理経費の

更なる増加やごみ当番の負担
軽減に対する要望も多いた
め、家庭生ごみのバイオガス
化に合わせて、家庭ごみ（袋）
の有料化や戸別収集につい
て、事業者や志木地区衛生組
合、構成市と検討します。 

②市民、事業者、行政の
パートナーシップの
確立 

 
市民、事業者、行政に
よる協働は、ごみの

② －１ 
・【継続】市民、事業者、行政

がそれぞれの役割を理解す
るとともに、三者が更に連
携することが重要です。 

② －１ 
・【変更】富士見市環境施策推進

市民会議を中心に、協働で各
種街頭キャンペーン、処理困
難物一斉回収及び環境講座な
どを実施していきます。 
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減量化・資源化だけ
でなく、地球規模の
あらゆる環境課題に
一丸となって取り組
むためにも重要であ
ることから、三者の
パートナーシップの
確立を図っていきま
す。 

・【継続】商工会、商店会連合会
や地域団体と連携し、事業系
ごみの減量化・資源化の拡大
に向けた取り組みを検討しま
す。 
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５．市民・事業者・行政の役割 

 

基本理念である「市民協働で身近な環境を守り育て、循環型のごみの少ないまちづくりを進め

ます。」を達成するためには、市民・事業者・行政が、それぞれの役割を認識し、行動することが

重要です。三者が相互に協働・連携することによって、目標達成に向けた各取組は、相乗的な効果

を得ることができます。 

 
【 市民の役割 】 

市民は、自らが廃棄物の排出者であることを自覚し、環境にやさしいライフスタイルへの見

直しを行い、発生回避・発生抑制・再利用・再資源化の４Ｒを推進するにあたって、自主的な

取組を行っていく必要があります。また、ごみ処理についても分別等のルールを遵守し、適正

に処理することが必要です。 

 

【 事業者の役割 】 

事業者は、環境負荷の軽減や資源の浪費を抑制し、再利用や資源化を考慮した商品開発が求

められ、商品の流通、販売に際しては、環境にやさしい商品を取り揃え、使い終わった後の容

器などの回収ルートの整備や資源化を進めることが必要です。 

事業活動を通して排出するごみについては、排出者責任を踏まえ自ら適正に処理し、資源の

有効活用を進め、事業者間で協力しながら循環型社会を実現するための中心的な役割を担って

いく必要があります。 

 

【 行政の役割 】 

行政は、市民・事業者の行動を支援し、具体的な行動に結びつけていくための重要な役割を

担っています。 

４Ｒの推進にあたり、現状の取組にとどまることなく、事業の効果を検証し、施策の見直し

や新たな取組の検討を行い、各種施策の周知徹底と事業の充実を図るとともに、新たな施策を

展開することで、循環型社会を構築します。 

また、自らも事業者として地域の環境保全と公衆衛生の向上を図る立場から、グリーン購入

やグリーン契約などを通じてリユース品、リサイクル製品等の優先的な調達など循環型社会に

向けた行動を率先して行います。 

 

 

 

 

 

 


